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１．研究計画の概要 

 

(1)複数の契約で、とくに、複数の当事者間で
形成される契約関係（便宜上、「複合的契約
関係」とする）において、一方の契約の債務
不履行が、他方の契約にどのような影響を及
ぼすかについて、その解消法理について研究
している。また、そのなかでもとりわけ部分
的な解消が求められるケースは少なくない
と考えて、そのような契約関係における法的
問題について分析している。 

 

(2)消費者と事業者との間で形成される消費
者取引について、最近の法的問題について検
討している。その際、「消費者の権利の実効
性の確保」という観点から、裁判外紛争解決
方法についてもあわせて考察する。 

 

(3)近年めざましい展開をみせている、EU に
おける消費者私法の動向について検討して
いる。とくに、消費者問題に関連する指令に
ついて蓄積された議論の検討および分析を
行っている。 

 

２．研究の進捗状況 

 

(1)前出１．(1)について、複合的契約関係に関
連する裁判例も含めて、債権法（債権総論、
契約総論および契約各論）に関わる裁判例の
収集と分析を行った（後掲５．〔雑誌論文〕
②および③）。全般的な動向について概観す
ることができたが、部分的な解消法理という
視点を考える上では、検討素材としては、さ
ほど近年目立って出てきているといった状
況ではないように思われた。 

 

(2)前出１．(2)について、消費者契約における
契約締結過程における法的問題について分
析を加えた（後掲５．〔雑誌論文〕⑥）。また、
消費者取引に関連する裁判例に関する分析
を加えている（同①）。また、消費者の権利
の実効性の確保という観点からは、ドイツに
おける保険オンブズマンに関する検討をし
（同⑤および後掲〔学会発表〕②）、裁判外
紛争解決方法の目指される方向性について
検討する機会を得た。いずれにせよ、消費者
問題に関する議論は活発で、その際に、情報
能力に格差のある消費者をいかにして保護
するのかという視点について、なお、議論の
余地があるように思われた。 

 

(3)CISG をはじめとする統一的な契約ルール
について、検討を加えた（後掲５．〔雑誌論
文〕④）。CISG について数年前に日本が加入
したことから重要であることは言うまでも
ないが、その他に、消費者権利指令草案や
DCFR（共通参照枠草案）のような試みが、
今後、EU においてどのような影響を及ぼす
のかについて注視する必要があると考えて
おり、その意味でも十分に調査収集をふまえ
たうえで分析を行う予定である。 

 

３．現在までの達成度 

 

②おおむね順調に進展している。特に、複合
的契約関係について分析をするにあたって、
裁判例の集積に終わっている感は否めない
ものの、消費者取引における複合的契約関係
の位置づけを明確にすることができたとは
考えている。EU 消費者私法の分析について、
成果こそ少ないものの、順調に進展している。 
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４．今後の研究の推進方策 
 

検討対象のさらなる分析を行う。特に、裁
判例のみならず、学説の整理も必要であると
思われるので、その点についても重視したい。 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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